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ゲーム依存症に係る関係府省庁の取組状況（令和 3 年 3 月現在） 

１．普及啓発関係 

これまでの取組 今後の取組予定 

厚労省 ○依存症に関する正しい知識、理解の促進 

・厚生労働省、依存症対策全国センターのホームページに

おいて、依存症についての情報提供を実施 

・依存症の理解を深めるためのイベント・フォーラム・放

送番組等による普及啓発の実施 

・リーフレット、ポスター、ホームページ等を通じた普及

啓発の実施 

厚労省 ○引き続き、ホームページ、パンフレット、フォーラム等を

通して、依存症に関する正しい知識、理解の促進を図る。 

KNGVJ
テキスト ボックス
参考資料２



2 

文科省 ○令和元年度に作成した『「行動嗜癖」を知っていますか？

ギャンブル等にのめり込まないために』（高校生向け啓発

資料）を、文部科学省ウェブサイトに掲載し、教育委員会

等を通じて学校に周知した。 

 

○平成 30 年度に作成した『「ギャンブル等依存症」などを

予防するために』（教師用指導参考資料）と、令和元年度

に作成した『「行動嗜癖」を知っていますか？ギャンブル

等にのめり込まないために』（高校生向け啓発資料）につ

いて、全国の学校保健担当指導主事等に対し、当該資料を

積極的に活用するよう、協議会等で周知した。 

文科省 ○新学習指導要領（高等学校）の実施に向けて、その趣旨

徹底については、引き続き協議会等で周知を図る。 

 

○『「ギャンブル等依存症」などを予防するために』（教

師用指導参考資料）、『「行動嗜癖」を知っていますか？

ギャンブル等にのめり込まないために』（高校生向け啓

発資料）の積極的・効果的な活用を促すためには、継続

的な働きかけが重要であり、引き続き協議会等で周知

を図る。 

文科省 ○オンラインゲームを含むネット依存傾向の子供たちを対

象とした宿泊体験事業や、青少年やその保護者等を対象と

した地域における依存症予防教室の支援を実施。 

○ゲームを含むネット利用に関する保護者向け情報モラル

教材を作成。＜平成 27 年度～＞ 

○情報モラルに関する指導の充実を図るための教師用資料

等を作成＜平成 25 年度～＞ 

・ネットゲームをテーマにした動画を含む、情報モラル 

に関する指導の充実を図るための教師用指導資料等の

作成及び教育委員会等への配布を行った。 

文科省 ○引き続き、オンラインゲームを含むネット依存傾向の子

供たちを対象とした宿泊体験事業や、青少年やその保護

者等を対象とした地域における依存症予防教室の支援を

実施。 

 

○引き続き、教師用指導資料の周知や児童生徒向け啓発資

料を作成。 
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内閣府 〇乳幼児の保護者向けの啓発用リーフレットの作成（「スマ

ホ時代の子育て 悩める保護者のための Q&A 乳幼児

編」） 

・乳幼児に保護者のスマートフォン等を見せる場合の心構

えやルール作り、ゲームソフトのレーティング（年齢区

分）の確認等、スマートフォンやゲームの適切な利用を

保護者に促すためのリーフレットを作成。関係省庁や都

道府県、指定都市、関係団体に配布。 

 

〇幼児・児童の保護者向けの啓発用リーフレットの作成（「ス 

マホ時代の子育て 悩める保護者のための Q&A 幼児・ 

児童編」） 

 ・ペアレンタルコントロール機能（ゲームのプレイ時間の 

調整・制限、課金等の管理）の活用やゲームソフトのレー

ティング（年齢区分）の確認等、青少年によるゲーム機

等の利用の適切な管理を保護者に促すためのリーフレ

ットを作成。令和 2 年２月～５月に実施する「春のあん

しんネット・新学期一斉行動」や７月の「青少年の非行・

被害防止全国強調月間」、シンポジウム、地方で開催す

るフォーラム等で配布。 

内閣府 〇児童・生徒（小学４年生～中学 1 年生）の保護者向けの啓

発用リーフレットの作成（「ネット・スマホのある時代の

子育て 保護者が正しく知っておきたい４つの大切なポ

イント 児童・生徒編」） 

 ・スマートフォンやゲーム機等を利用する際のトラブル

を防止するためにペアレンタルコントロール機能を活

用することやゲームソフトのレーティング（年齢区分）

の確認等、青少年によるスマートフォン、ゲーム機等の

利用の適切な管理を保護者に促すためのリーフレット

を作成。 

令和３年２月～５月に実施する「春のあんしんネッ

ト・新学期一斉行動」、７月の「青少年の非行・被害防

止全国強調月間」、シンポジウム、地方で開催するフォ

ーラム等で配布する予定。 

（別紙１参照） 

厚労省 ○内閣府作成の低年齢層の子供の保護者向け広報啓発用リ

ーフレット「スマホ時代の子育て 悩める保護者のための

Q&A 乳幼児編」を自治体及び関係団体を通じて、保育所、

児童館等の子育て支援関係施設に周知 

厚労省 ○引き続き周知予定。 
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経産省 ○業界の自主的取組と連携し、普及啓発等を実施。 

（参考）業界の主な自主的取組 

・ペアレンタルコントロールのゲーム機への実装・普及啓

発 

・ガイドライン（利用時間等について保護者と相談して決

めるようゲーム内に表示する等）の策定 

・消費者センターからの問い合わせのホットライン開設等 

・消費者への理解促進のための「ゲームのやくそく」動画

作成 

経産省 ○引き続き、業界の自主的取組と連携し、普及啓発等を実

施。 

消費者庁 〇ペアレンタルコントロールの保護者の認知度及び利用率

の調査を実施。 

 

消費者庁 〇令和２年度調査結果を踏まえ、消費者向けにゲーム依存

及びペアレンタルコントロール機能に関する普及啓発等

を実施。 
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２．相談対応関係 

これまでの取組 今後の取組予定 

厚労省 ○本人や家族等に対する相談支援 

・精神保健福祉センターや保健所において、ゲーム依存症

を含む依存症についての相談を受け付けている。 

・令和元年度から衛生行政報告例、地域保健・健康増進事

業報告においてゲーム依存症に関する相談件数の把握

を開始。 

・各都道府県、政令市等の依存症に係る相談窓口について、

依存症対策全国センターホームページ等で周知を図っ

ている。 

○ゲーム依存症の相談マニュアルの作成 

・適切にゲーム依存症の相談に対応できるように、相談対

応に従事する者が参考とするマニュアルの検討を開始。

＜令和２年度～＞ 

○ゲーム依存症に関する相談従事者の研修 

・精神保健福祉センターや保健所の相談対応職員に対す

る、ゲーム依存症に関する研修の実施（依存症対策全国

拠点機関設置運営事業） 

・児童保健・児童福祉関係者を対象に、ゲーム依存症の内

容を含む、思春期精神保健対策医療従事者専門研修を実

施。（厚生労働省思春期精神保健研修事業） 

 

厚労省 ○ゲーム依存症に関する相談従事者の研修 

・引き続き、精神保健福祉センターや保健所の相談対応職

員に対する、ゲーム依存症に関する研修の実施（依存症

対策全国拠点機関設置運営事業） 

○ゲーム依存症の相談マニュアルの作成 

・引き続き、相談対応に従事する者が参考とするマニュア

ルを検討し、作成する。 
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消費者庁 ○オンラインゲームに関する消費生活相談が本人やその御

家族から寄せられた際に、相談対応の円滑化が図れるよう

相談員向けのマニュアルを整備するためアドバイザー会

議を開催＜令和２年度＞。 

消費者庁 〇引き続き、オンラインゲームに関する消費生活相談が本

人やその御家族から寄せられた際に、相談対応の円滑化

が図れるよう相談員向けのマニュアルの整備に向けて検

討。 

 

３．治療・支援関係 

これまでの取組 今後の取組予定 

厚労省 ○ゲーム依存症に関する医療機関従事者の研修 

・医療機関に従事する者に対して、ゲーム依存症に関する

研修を実施。（依存症対策全国拠点機関設置運営事業） 

 

○ゲーム依存症の治療ガイドラインの作成 

・効果的な治療を実施できるようゲーム依存症に関する治

療ガイドライン作成のための調査研究を実施。＜令和 2

年度～＞ 

○ゲーム依存症の回復プログラムの作成 

・医療機関・精神保健福祉センター等で実施する回復プロ

グラム開発の調査研究を実施。＜令和２年度～＞ 

厚労省 ○ゲーム依存症に関する医療従事者の研修 

・引き続き、医療従事者に対して、ゲーム依存症に関する

研修を実施。（依存症対策全国拠点機関設置運営事業） 

 

○ゲーム依存症の治療ガイドラインの作成 

・引き続き、効果的な治療を実施できるようゲーム依存症

に関する治療ガイドラインを作成のための調査研究を

実施。 

○ゲーム依存症の回復プログラムの作成 

・引き続き、医療機関・精神保健福祉センター等で実施す

る回復プログラムの開発を行う。 



7 

４．調査研究関係 

これまでの取組 今後の取組予定 

厚労省 ○ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査 

・国立病院機構久里浜医療センターにおいて、ゲーム使用

と生活習慣に関する実態調査を実施。（平成30年度/令和元

年度 依存症に関する調査研究事業） 

（別紙２参照） 

 

○ゲーム依存症の相談マニュアルの作成（再掲） 

・相談対応に従事する者が、適切にゲーム依存症の相談に

対応できるよう相談対応に従事する者が参考とするマ

ニュアルの検討を開始。＜令和２年度～＞ 

○ゲーム依存症の治療ガイドラインの作成（再掲） 

・効果的な治療を実施できるようゲーム依存症に関する治

療ガイドライン作成のための調査研究を実施。＜令和 2

年度～＞ 

○ゲーム依存症の回復プログラムの作成（再掲） 

・医療機関・精神保健福祉センター等で実施する回復プログ

ラムの開発の調査研究を実施。＜令和２年度～＞ 

 

 

 

厚労省 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇ゲーム依存症に関する知見の収集 

・諸外国におけるゲーム依存症対策の事例収集等 

 

○ゲーム依存症の相談マニュアルの作成（再掲） 

・引き続き、相談対応に従事する者が、適切にゲーム依存

症の相談に対応できるよう相談対応に従事する者が参

考とするマニュアルの検討。 

○ゲーム依存症の治療ガイドラインの作成（再掲） 

・引き続き、効果的な治療を実施できるようゲーム依存症

に関する治療ガイドライン作成のための調査研究を実

施。 

○ゲーム依存症の回復プログラムの作成（再掲） 

・引き続き、医療機関・精神保健福祉センター等で実施す

る回復プログラム開発の調査研究を実施。 
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ゲーム使用に関する実態調査について（全国の10～79歳）

○厚生労働省の補助事業として国立病院機構久里浜医療センターにおいて実施された、全国の10歳～79歳に対するアンケート調査

・調査名：令和元年度ネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査
・実施時期：令和元年10月～11月
・調査回答者数：全国の10歳～79歳の4,860名（男性2,327名、女性2,533名）

○全年齢層におけるゲーム使用の実態や、日常生活との関係などについて把握

調査の概要

○今までにゲームをしたことのある者の割合は、男性67.0%、女性58.4%であった。

○ゲームをする機器では、スマートフォン（71.7%）が最も多く、次いで据え置き型ゲーム機（36.0%）であった。

○ゲームをする場所では、自宅（94.3%）が最も多く、次いで移動中（28.2%）であった。

○平日における1日当たりのオンラインゲーム時間は、

男性では、「1時間未満」が13.8%、「1時間以上2時間未満」が19.5%、「2時間以上3時間未満」が11.5%、「3時間以上」が11.0%
（うち「6時間以上」は1.4%）、「ゲームをしていない」が44.2%

女性では、「1時間未満」が20.5%、「1時間以上2時間未満」が17.6%、「2時間以上3時間未満」が7.5%、「3時間以上」5.9%
（うち「6時間以上」は0.4%）、「ゲームをしていない」が48.5%

○年齢とゲーム使用に関連する問題については、いずれの問題でも「はい」と回答した者の割合が、10～20歳代で最も高く、年齢が上がるに
つれて、その割合が低くなる傾向が認められた。

「ゲームを止めなければいけない時に、しばしばゲームを止められませんでしたか。」
「ゲームをする前に意図していたより、しばしばゲーム時間が延びましたか」
「ゲームのために、学業成績や仕事のパフォーマンスが低下しましたか」
「ゲームのために、朝起きられませんでしたか（過去12ヶ月で30日以上）」 等

主な調査結果
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